
 
 

地域密着型 介護老人福祉施設 きたおおじ 

重 要 事 項 説 明 書 

 

 

１． 事業者概要 

法人名称 リガーレ暮らしの架け橋 

法人種別 社会福祉法人 

法人代表者 理事長 山田 尋志 

設立日 平成２９年４月１日 

 

２． 事業所（施設）概要 

施設名称 地域密着型 介護老人福祉施設 きたおおじ 

施設所在地 京都市北区紫野大徳寺町 49-3 

電話 075-366-8025 

FAX 075-366-3006 

施設長・管理者 杉原 優子 

指定番号 京都市（第 2690100215 号） 

 

３． 事業の目的 

地域密着型総合ケアセンター きたおおじの理念に基づくとともに、介護保険法の趣旨に

沿い、可能な限り居宅における生活への復帰を念頭に置いて、利用者がその有する能力に

応じ、自立した日常生活を営むことができるよう施設サービスを提供することを目的としま

す。 

 

４． 職員の職種・人数（（介護予防）短期入所生活介護職員含む） 

職種 人数 保有資格 

施設長 １ 介護福祉士・介護支援専門員 

管理者 １ 介護福祉士・介護支援専門員 

医師 １  

生活相談員 1 以上 介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・精神保健福

祉士 

看護職員 1 以上  

介護職員 ２０以上 介護福祉士 15 名・社会福祉士 6 名 



 
 

 

管理栄養士 １  

機能訓練指導員 １ 看護師が兼務 

介護支援専門員 １  

 

５． 職員の職務内容 

職種 職務内容 

施設長 

（管理者） 

施設職員の管理及び業務の実施状況の把握、その他の管理を一

元的に行います。 

医師 利用者の健康管理を行うとともに必要に応じ診療を行います。 

生活相談員 利用者と家族の相談に応じるとともに、適切なサービスが提供され

るよう、施設サービスの調整や他機関との連携を行います。 

看護職員 健康チェックを行うことにより、利用者の健康状態を把握するととも

に、必要な看護を行います。 

介護職員 施設サービスの提供に当たり利用者の心身の状況を把握し適切な

介護を行います。 

栄養士 利用者の身体の状況や栄養と嗜好を考慮した食事の提供が行える

ような役割を果たします。 

機能訓練指導員 利用者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むために必要な機

能を回復し、またはその減退を防止するための訓練を行います。 

介護支援専門員 施設サービス計画の作成に関する業務を担当します。 

 

６． 定員 

29 名（ユニット数は 3 ユニットとし、10 名、10 名、9 名です。） 

 

７． ご利用いただける方 

要介護認定結果「要介護状態」と認定された方 

原則、要介護３～５の方が対象となります。 

要介護１、２の方については「その心身状況、置かれている環境その他事情に照らして、居

宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由が認められる」方  

 

８． 施設サービスの概要 当施設では次のサービスを提供します。 

種類 内容 

入浴 個別に入浴をご利用いただけます。また、利用者の身体

状況に合わせ、機械入浴もご利用いただけます。 



 
 

排せつ 利用者の心身の能力を最大限に生かし、自立へのお手伝

いをさせていただきます。 

離床・着替え及び整容 利用者の生活リズムを考え、毎朝夕の着替えをお手伝い

します。清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容に配

慮いたします。 

食事 栄養士の献立メニューにより、利用者の身体状況 

やお好みを考慮した料理を提供します。利用者の自立へ

のお手伝いのため、できるだけベッドから離れ、リビングで

食事を召し上がっていただけるよう援助いたします。 

【食事時間】 

朝食：概ね午前 7：30 から   昼食：概ね正午から  

夕食：午後 6 時から 

機能訓練 希望があれば身体の状態に合わせた機能訓練のお手伝

いをいたします。 

教養及びレクリエーション 利用者の希望により教養娯楽サービス等にご参加してい

ただけます。 

健康管理 医師や看護職員が健康管理を行います。 

相談及び援助サービス 利用者及びご家族からの相談について誠意をもって応じ、

可能な限り必要な支援を行います。 

※金銭等管理相談：ご希望により（実費にて）金銭等管理

のサービスをご利用いただけます。 

 

９． ご利用にあたってのお願い 

① ご利用に当たり、持ち込まれる物品についてはご相談ください。 

② 外出・外泊をご希望の際は、前日までに生活相談員にお申し出ください。 

③ 施設に訪問される際は、午前 9 時から午後 8 時までとさせていただきます。 

④ 訪問の際は、訪問カードへの記入をお願いいたします。 

⑤ 建物内は禁煙です。喫煙される場合は、喫煙コーナーをご利用ください。 

⑥ 食品の持ち込みについては、職員にご相談ください。 

 

１０．協力病院・協力歯科医院 

○ 社会医療法人 西陣健康会 堀川病院 

   京都市上京区堀川通今出川上ル北舟橋町 865 番地 4 

   電話 ０７５－４４１－８１８１ 

○ 独立行政法人地域医療機能推進機構  京都鞍馬口医療センター 



 
 

   京都市北区小山下総町２７ 

   電話 ０７５－４４１－６１０１ 

○ 医療法人社団 洛和会 洛和会丸太町病院  

   京都市中京区西ノ京車坂町 9 番地 

   電話 ０７５－８０１－０３５１ 

○浅田まひろ歯科医院 

   京都市北区紫竹下本町１１ 

   電話 ０７５－４９２－３８６５ 

 

１１．緊急時対応 

  利用者に病状の急変が生じた場合などには、施設の医務室との連携をとりながら速やか

に、ご利用者のご家族、及び主治医や協力病院へ連絡します。 

 

 

１２．事故発生時の対応 

 利用者に事故が発生した場合には、ご家族、および京都市に連絡を行うとともに、速やか

に適切な対応を行います。 

  また、賠償すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行います。 

 

１３．苦情の相談 

  利用者からの苦情等に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設けています。 

  ご不明な点はお気軽にご相談ください。 

 担当者 連絡先 

苦情解決責任者 

ご利用者相談窓口 

総括マネージャー  村田 麻起子 

マネージャー     片山 大海 

ケアマネージャー  浦野 彬博 

電話 075-366-8025 

ＦＡＸ 075-366-3006 

  

ご利用者相談窓口 第三者委員 宮階 市郎 電話 075-491-0276 

 

【受付時間】  午前９時～午後６時 

        ※上記以外の時間においても２４時間の連絡体制を取っております。 

 以下の窓口にも申し出が可能です。 



 
 

○北区役所保健福祉センター 健康長寿推進課 

 京都市北区紫野東御所田町３３－１ 

 電話 ０７５－４３２－１１８１  FAX ０７５－４３２－１５９０ 

〈受付時間〉午前 9 時～午後 5 時(土・日・祝日は除く) 

○京都府国民健康保険団体連合会 介護保険課 

 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町６２０ COCON 烏丸ビル 

 電話 ０７５－３５４－９０９０   FAX ０７５－３５４－９０５５ 

〈受付時間〉午前 9 時～午後 5 時(土・日・祝日は除く) 

○京都府社協福祉サービス運営適正化委員会 

 京都市中京区竹屋町通烏丸東入ル清水町 375 ハートピア京都内 

 電話 ０７５－２５２－２１５２   FAX ０７５－２１２－２４５０ 

〈受付時間〉午前 9 時～午後 4 時 30 分（土・日・祝日は除く） 

○その他 京都市においてはお住いの区の区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課 

〈受付時間〉午前 9 時～午後 5 時(土・日・祝日は除く) 

 

１４．サービスの利用料金 

（１）介護保険法定給付サービス（介護保険法定給付にかかる利用料） 

  別紙に記載しております 

 

（２）食費・居住費 

食費（１日） 朝食 285 円 昼食 580 円 夕食 580 円 

居住費（１日） 3,260 円 

※居住費は、外泊・医療機関への入院期間も必要です。 

ただし、入院期間を利用して、その居室を入所サービスに提供していただく場合、短期入所サービ

ス提供の期間は請求されません。 

 

※利用者の所得に応じた負担軽減制度（特定入所者介護サービス費）の対象となる場合の食費・

滞在費は別途ご案内します。 

利用開始時に「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの場合は担当者へご提示ください。提示が

ない場合は対象とならない場合があります。 

 

※介護保険からの給付額やサービス内容に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用

者の負担額を変更させていただきます。 

 

※利用者がまだ要介護認定を受けておられない場合には、いったん利用料の減額をお支払いい

ただきますが、後日、払い戻しを受けられる場合があります。 



 
 

 

（３）介護保険給付外サービス 

以下のサービスをご希望の場合は実費が発生します。 

種類 内容 

特別な食事 ご希望の食事を提供した場合：実費 

 

レクリエーション費 内容により参加費や材料費等の費用 

 

金銭管理等 ご希望により金銭等の管理サービスをいたします。但し、金銭等管理

委任契約が必要です。 

利用料金：１日につき５０円 

健康管理費 インフルエンザ接種費用等の費用：実費 

 

電気料金（個人） 利用者専用の電気料金：実費 

テレビ・ラジオ・冷蔵庫各製品：１日につき２０円 

その他の各電化製品：１日につき１０円  

日常生活に必要な費用 個人的に使用した日常生活品等、日常生活に要する費用：実費 

おやつ代 １日あたり１２０円 

理美容代 理美容サービス費用：実費 

コピー代 実費（１枚につき白黒１０円 カラー３０円） 

被服、日用品費 個人での購入：実費 

 

１５．利用料金のお支払い方法 

サービスの利用料金、その他の費用は、１カ月ごとに計算しご請求いたします。お支払いは金

融機関の自動振替をご利用下さい。 

 

１６．第三者評価受診について 

 

 

 

 

直近の第三者評価受診年月日 令和 4 年 12 月 28 日 

実施した評価機関名称 一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会 

評価結果の開示状況 京都 介護・福祉サービス第三者評価等支援機構ホーム

ページに公表 

施設玄関に配架 



 
 

【説明確認欄】 

令和   年   月   日 

 

地域密着型介護老人福祉施設に係る契約の締結に当たり、上記により重要事項を説明し、

交付いたしました。 

事業所名 地域密着型介護老人福祉施設 きたおおじ 

 

説明者                     印 

 

地域密着型介護老人福祉施設に係る契約の締結に当たり、上記のとおり説明を受け、サ

ービスを利用すること並びにその利用料を払うことに同意し交付を受けました。 

 

（利用者）氏名                 印 

 

署名代行者（利用者との関係：       ） 

氏名                      印  

 

身元引受人（利用者との関係        ） 

氏名                      印 

 

住所                         

 

 

【個人情報同意欄】 

令和   年   月   日 

 

サービス担当者会議、サービス事業者との連絡調整に必要な範囲において、私及び私の

家族の個人情報を使用することに同意します。 

（利用者） 氏名                印 

 

署名代行者（利用者との関係：       ） 

氏名                      印  

 

（家族） 氏名                  印 

 

（家族） 氏名                  印   


